
国
土
建

設
週
間

実
施
に

当
り

て
 

記
 

、以
上
場
合
は
い
ず
れ
も
十
四

識
せ
ら
れ
て
五
所
川
原
町
民
で
 

（
畢
生
、
生
徒
を
除

く
）
 

二
、
 日
時
ど
場

所
 

十
時
よ
り
午
后
四
時
ま
で
 

弔
慰

金
・
に
つ

い

て
 

敏
傷
病
者
，

戦
残
者
遺
蘇
等

配
偶
者
 
（
届
出
を
し
な
い
が
事
 

昭
和
十
大
年
十
二

月
八

H
以

援
護
法
は
囲
家
補
償
の
精
神
に
 
賞
上
婚
姻

開
係
に
あ
つ
た
場

降
の
戦
残
軍
人
、
軍
腸
で
あ
つ

基
い
た
援
護
を
目
的
ど
し
、
本
 
合
も
含
む
証
明
書
が
要
る

）
 た
者
及
び
そ
の
遺
族
に
掛
し
十

年
四

月

一
日
よ
り

適
用
さ

れ
る

子
十
八
才

未
浦
、

又
は

不
具

鷹

年
以
内

に
償

還
せ
ら

れ
る

記
名
 

こ
ど
に
な
つ
た

の
で
す
．
 

疾
で
生
活
資
料
を
得
る
道
が

圃
債

（
年利
六
分
）
 
で
支給
さ
 

援
護
の
種
類
は
遺
族
年
金
、
 

な
い
こ
と
 

れ
4ょ
す
‘
 

弔
慰
金
、
障
害
年
金
の
支
給
等

父
母
 
六
十
才
以
上
、

又
は
不

支
給
さ
れ

る
遺
族
の
範
剛
は
、
 

ど
な
つ

て
居
り
ま
す
。
 

具
磨
疾
で

あ
つ
て
生
活
費
料

配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
．
組
 

一
 
一
「

一
『
 
“
p
レ
 
上
者
仁
 
柔
刷
・
 
が
七

月
一

H
以
後
は
次

の
事
項

埋
に
当
つ
て
は
皆
さ

ん
の
一
人

ス
 

rご
 
一1一
 

・
 
、
 

、
 

・
・
 
に

つ
い
て
至
幅
の
御
協
力
を
お

一
人
に
つ
、
‘
て
生
雪
謝
系
g
巴
 

ト
．
 

Hジ
 
掴
加
 
ー
 
ノ
 

し
 
《
‘
し・
 
願
い
致
し
ま
す
。
 

星
ン
じ
、
、よ
ナ
し
f
、‘
い
L
ト
・
 

7
 
'

.．
 」
J
 

ー
 

、
 
．
 
，
 
嘱

1
ほ
『
、
，一
ー
 
“
・
 
指
し

て
し
な
け

れ
は
な
り
ま
せ
 

宇
繊
湾
鱒諮
碑
籍論
毅
」
撃購
灘
轟
鰍
議
難
灘
「
一
 

『
 
？
ト

I
 
」万

J
 
』
差
、
 
魂
聖
 
柱
民
票
を

作
成

t
て
居
り
ま
す
 

町
の
種
々
の
行
政
事
務
の
暁
 

唯
民
票
中
作
成
ル
て
居
り
ま

す
 

町
の
種
々
の
行
政
事
務
の
暁
 

）
の
遺
族
で
あ
り
ま
す
先
ず
そ

孫
ー

十

N
わ
未
浦
で
そ

の
者
を
の

遺
族
に
は
五
寓
円
 
（
三
菖
円
味
、

量
も
唯
来
ゆ
注
吟
の

一・
に
 

の
概
要
を

お
知
ら
せ
致
し
ま
す
．

扶
養
す
る
直
系

血
族
が
な
い
も
あ
る
が
今
回
は
省
路
）
圃
債
済

み
ま
す
「
 
こ
の機
倉
に
該
当
 

首
炭
羊
金

て
フ
、
‘
て
 

一
証
」
o
 

『
ー
 ー
‘
  

‘

一よ
フ
じ
号

り
ま
す
い
ー
 

‘

全
員
接
種

さ
れ
る

よ
う
に

お
  

【一
一
 
！」『
ノ。
？上
い・
一
『し
て
 

●
》」
マ
」
く
 

‘C
r
'／
一一
」是

t
》
4J
ョ
、J
 

一
．で
ー
．,1
一ー
  
．,
  

為
鷲
縄
撲
次の
該常孫驚
熱
銭
鰹
躍
詳
鰹
維
読
鱗
議
癖
奨
め
で
誉
 

‘
・‘
ー

‘ー
、
ー

ー
 
・
ー
ー
 

i
ー
 
」
トー
 
ト・ー

 

‘
 

一
、
該
当
者
浦
三
才

以
上
全
」
員
 

m
「
）
議
蕪熊
」
襲
鍵
鉄
勢
薫
熱
讐
雀
「
防譲
鶏
轟
罵

議
鵬
難
質
轟
躍

如
磐襲
嘉
繊

難
舞
「

・
 

磯
難
麟
契一
麟
彫
・
麗
機
畿）
譲博
扉
欝
篇
醒
曹
議
「
織
舞
驚
蒲婆
m

ジ
膿
綴
費
盤
話
一、
磐世
」
w
」入
戸
ど
き
綴騒
報
磐
醜
績
 

窮

一
一可
 
突
ェ
‘
六
、七
、
八
日
 

一西
北
病
院
レ
ン
ト
ゲ
ン
科
一
 

肱

m
膿

発
隷

護
採
弾
も
七

月
証
旬

こ
一
、
瞬
難
襲
っ
た
どき
 
録制
度
は地
万
？
治の
割
製
 

日
「
勿
 巳
十
コE
二
】
」ー
F
 ー

‘
 
ー

「I
」i
ー

ー
う
 

移
し
に
と
き
 
→

・
，こ
こ
て
唐
り
j
う
 
科
茸
聖
 

」
雑
舞
総

幾
競
除
草「
唱
に
役
場
へ届
出
L

て
下鷺

警
製
鯵

緩
騒
 

三
，
下
水
の掃
除
 

圃
外

へ
移
住
す
る
目
的
で
住
所
を

定
め
ら
れ
た
馴
問
内
に
必
ず

四
、
公
共
施
設
の愛
護
 

を
去
る
人
は
あ
ら
か
じ
め
圃
外
勘

行
す
る
よ
う
お
願

い
致
し
ま
 

五
，驚

灘
響
響

篇
て
ぬ
こ
移住
届
を
出
し
て
1
さ
い
 

す
。
 

以
 
上
 

議
難
礁
「
せ
．
議

舞
難
務
肩
麟
撃
町
 

ポ
 
ー
 イ
 

は
畑
」加
）
”葺
諭

携
譲

難

影
麗

雛

灘

ス
カ
ウ
トと
は
n
編
麟
っ

て
l
R〇
七ま
意

横
設
か

ト
と
は
一
体
 

饗
異
線
託
騒
麟
絡
織
”騒
鰐
講
窮
農
競
競
響
讐
」
 

も
町
民
の
鴛
に
も
又
個
人
の
鴛

し
て
来
な
が
ら
時
潮
に
禍
い
さ
こ
ま
る

の
で
あ
る
町
民
に
於
て

に
も
本
当
に
良

い
ポ

ー
イ
ス
カ

れ
て
、
‘結
局
純
園

な
大
発
展
を
も
何
分
御
指
導
．
と
御
協
力
を
お
 

・
ノ
ー
 
・
 ‘・
」H
 
I
・
巨
い；
・
』
 
（
mこ
一
匹
肌
で
（
叫
、
 
牙g
」参
し
正
 
‘．
ー
 
く
．
 

七
月
二
十
一
、
。二
十
二
日
 

第
一
回
｛鑑
議

記
霧
臨
 

江
 
渡
 
医
 
院
 

{
 「

八
月
四
『玉
日
江
漁
医
院

八
月
四
、
五
日
江
渡
医
院
 

競
舞
購議
蕪
鷲
難
麟
一
 

A

難
驚
隣
誌
」
回だ
糾郵
彰
劃
器
議
贈
認
讐
嶋
ぎ

年
終
瞭器
纏
競
統
 

ー
ま
1
．
ー
ー
 
ー
 

良
化
防
止
及
び
ー
そ
な
い
よ
っ
 
、
ル
釦
引
的
F
/
W
ン
軒
」
郵
ん
で
い
る
の
で
、
 ポ
ト
イ
ス
カ
 

懸
民
互
に
圃
土
建
設
に
掛
す
ウ

ト
で
あ
つ
て
、
行
き
た
い
ど

途
げ
る
事
な
く
戦
時
中
］
度
び

願
い
致
し

ま
す
。
 

亜
暗
和
ニ
十
九
年
度
 

三
 
ケ
 
年

可
 
決
 

一
 

‘《
．、
一7「、
 

．
』
●
 

ー
 
．

一
 

"v』
】J
 
ソ
ー
」ギ

ノ
 
・
ト
】
山
，
 、J
/
 
r
l
リ
．
 

●
、J
 

遺
家

族
の
皆

様
方
へ
 

北
津
軽
郡
五
所
川
原
町

発
行
所
 
五
所
川

原
町

役
場
 

電
話
（
二
八番
一
一
一
一
一
毅
）
 

露
厭

庶
‘
務
際
贋
報
係
 

印
刷
所
 
陸
奥
印
刷

株
式
会
杜
 

遺
族
年
金
の
額
は
、
配
偶
者

に
で
受
付
け

て
居
り
ま
す
か
ら
該

費
菖
円
、
そ
の
他

一
人
に

つ
き
当
者

は
役
揚
に
て
詳
細
を
聞
き
 

五
千
円
で
す
。
．
 

申
請

の
手
績
を
し

て
下
さ

い
o
 

、
 人
 
口
 
一

一
二
六
〇
九
（
 

〈
 世
帯
数
 

一
二
五
七
四
一
 

△
人

事
異

動
 

公
 
民
 
舘
 

主
 
事
 
葛
西

国
四

郎

依
願
退

職

（
六月
三
十
日
付
）
 

主
 
事
 
下
山
金

四
郎
 

公
民
舘
主
事
繁
務
を
命
ず
る
 

（
七月
十
一
日
付
〕
 

）
住
民
登
録
の
異
動
届
出
 

画
 
を

励

行
し

ま
し

上

う
 

七
月
一

n
を
期
し

て
行
わ
れ
 
正

当
な
理
由
が
な
く
て
右
の

た
住
民
登
録
の
一
務
届
出
は
皆
届
出
を
し

な
い
時
は
過
料
に
電

さ
ん
の
御
協
力

に
よ
つ
て
取
纏
せ
ら

れ
る
こ
ど
に
な
つ
て
居
り

め
も
終
り
只
今
届
出
に
基
い

て
ま
す
、
 

・(if iii tiiI,ifflhIlIilitIIIjittII川jU iii 

、
一
、
 

・
‘1
 

1
 
ノ
 

／
ー
ノ
 

，
‘ー
ノ
 

「l
 
、
 

'
v「和
二
十
七
年
度
 

A
町
和
一
一
十
ル
糾
臓
 

定
例

町
 
議
含
 

使
用
坪
戴
 

二
百
七
坪
一
金

臣
千
六
酒
四
拾
寓
闘
也

使
用
坪
戴
 

会
 
事
 
務

・
局

ー
 

五
所
川
原
町
上
水
道
援
張

事
業
費
縄
績
年
期
及
支
田

方
法
の
件
 

II 3 

議 

轟
難
雄鶏
誉
帯
 

敷
地
場
所
 

可
 
決
 

式
千
登
百
四
拾
蔦
円
也
 

敷
島
町
三
十

六
番
地
内

▲
五
所
川
原
町
上
水
道
接
張
 

可
 
決
 

使
用
坪
敗
 

七
百
拾
坪
 

工
事
執
行
の
件
 

A
専
決
慮
分
報

告
の
件
 

、
第
二
種
木
造

住
宅
 

一
、
工
事
横
張
費
 

五
所
川
原
町
特
別
舎
計
郡
市
 

五
戸
（
一
戸
九
坪
）
 
．
 

五
千
六
百
四
拾
寓
円
也
 
計

岡
事
業
費
歳
入
歳
m
追
加
 

敷
地
場
所
 
．
 

一
、
工
 
事
期
間
 
像
算
 

柳
町
五
番
地

の
内
 

自
昭
和
二

十
七
年
度
 
可
 
決
 

原
・
 

報
 

ー
 

 
ー
 

所
 

町
 

競
 

4
'
 

第
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ー
ー
ー
 

‘

・
 
・
 

』
・
‘
 

課
庭
分

に
よ
る
普

通
徴
収
の
場
そ

の
徴
牧
の
方
法
も
、

ま
た
申

）
 
は
法
人
税
割
も
亦
納

脱
義

傍
一

灸
縛
四

汝
  
F
 

競
 
一
ー
紹
和
二
十

七
年
度

・
 

軸
騒
鰐
夢
醸
携
溝

講
弱
離
ょ
る
もの扇
認
鍵
魂

競
編
ゾ

篇
瞬
い
 

',
J
 

一
 

一
 

富
心
化
川hp
l
一
 
 
2
1

唾
F
し
ー
‘
．．
 

ー
一1

‘
ー
 
ョ‘
叫‘
 

‘
 

弄

I“
ーー
．
 
‘
 
、
 
 

j
 、
「
ニ
ー『「
 
 
t
 
 

一
 

h泳
 

馴
m
 

一
 

」
丁
ミ
見

、
長
、

ノ
こ

フ
、

こ

ー
 

然
し

こ
の
場
合
に

は
、
納
税
者
 
（
三
）
中
告

納
付
す

べ
き
法
八
 

（
次
号
に
績
く

）
 
清

、
議
巨
男

1
 
'
 

4
  
《
 
．
 

田
石

F
粛
m
「
b

，ノ
、
ひ

）
一し
》
ー

ー
 

の
本
制
鷹
に
針

す
る

哩
勝
・こ
、
 法
人
碗
割
を
申
告

納
付
す

る
法
 
小
皆

“
浄
三
 

乙
 

『
、一
 
協
力

が
絶
掛
に
必

要
で
あ
る

こ
人

は
、

法
人
税
割
の
納

祝
義
務
 

、
“
こ
r
l
一r
一・
十二
  
1二
 
庄

1
、
デ
肝
」
ゴ
多
 
自
一

第
 
一
 
町
報
第

三
号
町
民
稔

に
績
い
を
課

丁
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

と
は
、

言
う
ま

で
も

な
い
『

前
諸
で

あ
る
，
す
な

わ
ち
、

法
人
 
乙

I

含

l

T
三
二
 
と
メ
 
義
 
ニ
勝
」
紺
女
 
，ュ

 

．て
欠
に
法
人

り
可
民
陀

に
つ

い
 
へ
ー
ご
法
人
晩

割
の
申
告

納
付
逃
の

よ
う

に
、
法
入
税
割
は
、

税
の

納
税
義

務
者
ど

ほ
ぽ
同

】
 

（
七月
十
八
日
以
後
の
分
）
 
菊

地

加
津

代
 

て
述

g
る
こ
と
に
致
し
ま
す
じ

法
人
税
割
は
中
告
納

H
の
制
度
法
人
税

額
を
課

稔
標
準
ど
す
る
の

範
闘

で
あ
る
。
具
体
的

に
は

へ
簿
 
活
 
含
 

／
 

一
永い
一
一
孝報
女
 

（
一
）均
等
割
及
び
法
人

税
割
を

採
つ

て
お
る
が
、

申
告

納
付
も

の
で
あ
る

か
ら

（
後
述
す
る
法

人
税
法
第
十
八

僚
第

一
項
、
 
‘
 

十
八
日
、
け
八
日
  
F
言
八
寺
一し
‘

土
帰

亡
 

法
ル
ー勤

い
1
1像
M
ら
m
樹
詔

い
う
か
勲
乞

細
和
和
ょ
“
に
、
法
ん
税
か

加
定
に
第
十
九
篠
第
一
項
忍

第
『一十
△
考
ち
叫

曾
引製
影
底
曳
武

太
男
叱
一女
 

勝
 

江
 
男
 

報
 

f
ー
 m

 

原
 !

 
"
 
 

所
 

五
 

田
 
町

下
準
井
町
 

〔
戸
 
籍
 
の
 
窓
〕
 

耕
象

彫

忠
か
岩
 
 
ぐ

、
瑚
鎌
競
隷
響
 

町
 

岩
木
川
河
畔
に
畑
を
耕
作
し

い
考
（
であ
つ
た
の
で
す
が諸
事
務
上
の
 

町
」
m
採

稽

光
隣

m
姦
醜

給
海

験
鯵
監
解
碑
 

」
協
濃
謡
纏
緩
鱗
饗

警
賛
饗
裂
瓢
 
田
町
、
 

鷲
鑓
驚

鷲
製
靭
タ
蛇
が
融
 

・

よ
る
所
得

額
等
を

基
準

に
す
る

る
こ
と

が
で

き
る
自
治

的
納
税
の

制
度

の
も
、
つ
特長
を
生

か
し

第
三
十
二
篠
の
規
定

に
よ
つ

て

一の
ど
、
軌
を
同
じ

く
し

て
、
法
制
度
、

叉
は
民
主

的
納
税

制
度
て
ゆ
こ
う
ど
い
う

趣
旨
の
も
と
更

正
若
し
く
は
．

決
定
の
迫
知

一人
税
法
の
規

定
に
よ

る
法
人
税
と
も
い

う

ぺ
き
利
点
を

も
、
つ
も
に
、
そ
の
納
付

の
期
限
も

法
人
を

う
け
た

場
合
、
当
該

修
正
申

一額
を
基
準
と
し

て
、

法
人
税
割
の

で
あ
る
か
ら
い

わ
ゆ

る
、
賦

祝
と
同

一
ど
す
る

ど
ど
、

に
、
告
に

因
つ

て
増
加
し
た

法
人
脆
 

r岩
呈E
E
g曹
曹
豆
一
三
三
三
三三
三
昌
～
三
三
一
E
三
三
三
言
昌
ミn三
三
『
喜
言
玉
一
三
三
三
三
昌
昌
昌
ー
コ
・
g
三
三
昌
言
・
額
又は
同
法
第
三
十
三

篠
の
規

一
 

所
に
馳

せ
付
け

る
よ
う
に
心
得
定

に
よ
つ

て
徴
牧
れ

る

法

人
 

一
 

ー
氾

虹
ユ
心
敵
ー
 
こ
 
フ
 

（
、
 
（
・
ー
 
り
 

て
も
ら

い
た
い
も
の
で
あ
る
、

税
額
を
納
付
す
べ

き
法
入
で

あ
 

ー
 
ー聖
d
レ
、”
コ
コ
 
レm！
・
 
ノ
で
 L
v
 
?
‘
、ー
i
ー
マ
‘
 
ー
 

「

D

・
・
《・
・
一
、
、
トJ
ー
一
ー
ー
一
・
ド

J
i・・
 

引
ス
ブ
ー
 
ー
 

‘
 
く
 

ー
 

く
 

撮
暴
管
理

委
員
舎
 
●
。

た
だ
法
人

税
割

の
課
稔
標
 

ー
‘
 

ー
ー
 
ー
 
ー
“

・
ノ
 

準
は
、

法
人
税
法
第
十
篠
の
所
 

記
）
雄
い

督

r
ル
和
知
け
い
着

総

加
い
麗
柳
録
い
細
稔
知
の
諏
秘
標
剃
ど
加
る
い
の
粉
務
か
か
い
法
ル
シ
リ
剛
じ
く
ム
叫
電
崎
浅
冷
嘱
贈

噴
違
才

ト
替
」
価
 

一
一
諏
ば柳
人
の
所
獅

に
野
い

で
村
す
ろ
い

か
い

い
シ
叩
も
あ
加

で
は
な
い

か
ら
、

こ
の
点
留
意
第

二
十

一
篠
第

】
項
の
規
定
に
△
西

洋
画
研

究
倉
毎

土
、
日
曜
日
排
可

ら
 
”
 

布
ノ
ひ
一E
ヂ
ー

F
お

v
一
 月
窄
  
井

丑
F却
刊

叱
淑
攻
は
、

す

で
し

1
'L
水
目
乙

（レ
ーむ

し
、
●r、
叱
剥
m辿
「す
る

注
人
，
な
ら

ぴ
に
，
 

‘
 

割
を
課
税
し

よ
フ

ど
す
る

も
の
に

、
所
得
税

ャ
法
人
税
等

に
お
納
付

に
つ
い
て
は
納
税
者
の
便
同

法
第

ニ
ナ
四
篠
第

一
項
著
し
 

…
 

ー
・
 ●
 
・
 ・
 
健

・1”
作
 
長男
 

II一
一
一一
「
一一
舞
一
一
一
一
一
一
一
』
 

均
等
割
と

所
得
割
（

こ
こ
で
は

が
そ

の
納
付
す

べ
き
町
民
税

の
よ
つ

て
納
付
す
べ
き

法
入
税
額
篠

第
一
項
の

規
定
に
よ
つ

て
、

、
m凶
誓
芝
吊
争
‘
什
瓜
日
午
肩
八
寺
秀
四
郎
 
長
女
 

法
人
税
割

ビ
い
う
）
 
どを
課
す

課
税

標
準
額

及
ひ
税
観

を
申
告
そ

の
も
の
が
，

直
ち

に
、

法
人
法

人
税
の
申
告

書
を
提
出

す
る

」
い
い

E
い
い
‘
一
＊
と
置
ョ
言
ド
」
い
 
干
油
 
・
世
 
い
 

で
、
換
言
す
れ
ぱ
、

個
人

の
所
い

て
質
施
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
宜

上
か
ら

も
、
法
人
税
の
場

合

く
は
第

二
項
の
法
人

税
の

修
正

得
割
が
、

所
得
税
法
の
規
定
に

租
税
負

担
の
予
算
化
を

期
し

得
ど
取

扱
を

ー
に
し
、
併
せ
て
こ
申

告
書
を

提
出
す
ぐ
き

法
人
，
 

（」
難
難
鱗
会
呆道
一」
鴫
弾
子
 

難

繰
道大
会
、那
下
小
中
学
校
富
久

j
鵬
鷺
虜
 

度
告
祭
椴
装
行列
、
仕
掛
花
火
大
会
 
高
 
橋
 
易

子

白
軸
庫
競
走
 

・
 
良
 

古
 
二
女
 

鷺

鮮
難

し
女勝
慧
二
）
「
 

》
弗I孔
司
』
い
 
‘
 
‘
 

・
A
死
 
亡
 

（
期
階
中
し
 

‘
z
 
t
 

雄
灘
叫
姦
議駆
惑
ー
夢

」」一
 

潮
督
論

五
日
間
い

「島二『
 

、
！
イ
 
三
“
 
 

筆
 

五
 
・

弓
 

・雅
 

王
“

月
原
ま

つ
り
  

屈

男
  

隆
 

、
そ
 
三
“
 
筆
 

ズ
  
操

‘ハコ
 
 
鵬
 

行
 
察
 
一
 

小
 
野
 
順
 
造
 

ー
 
．ノ
 
 
n】一
 
 
I
 

（
六
月
中
 
こ
と
）
 

多
 

臓
．
』
‘て
才
Uい
二
．】
にし
 

う
つ
と
う
しい
梅
雨
もあ
け
て
快
い
夏
 

錦
 町
まで
認
t
謡
『

一l
ー
．
‘一携
狸
誌
鶏
撫
競
 

6
言
丁
 
圃
有

財
産
使
川
願

を
提
出
し
と
な
り
ま
し
た
，
登
山
、
キ
ヤ
ン
プ水
泳
 

布
屋
町
な
麟
麟

割
鷲
昌

是

唯
康増
進
の季
鰍
りな
つ
て参
り
如
目
 

元
 
町

に
な
つ

て
居
り
ま
す
か
ら

念
の

、
環
か
ら
夏
浮
縛
携
が

発
湾

浮
 

柳
 
町
し

め
お
知
引

せ
致
し
ま
す
』
 
ー
醜
識

m
は
術
生
に
拠
々
も
御
注
意
し
 

トソ
「「r、
  パム
 
ー
ーユ
‘
 

」4
'
 
.“
  
→
中
・
 
一

一r上
ノ
 

お
方
は

妻
急
役
勘
都
市
計
画
課
謹
譲
君

凄
港
瑠
功
を

得
て
 

縫
 

連
 

柳
 
町

新
 

町

上
準
井
町

上
準
井
町

新
 
町

・
 

、
 錦
 
町

築
 
町

布
屋
町

田
 

町

旭
 
町

下
不
井
町

下
平
井
町

中
平
井
町
 

十
五
日

十
六

n
 

十
七
日

十
八
日

十
九

日
 

廿
一

日

廿

一
一日
 

廿
三
日

廿
四
日

廿
五

日
 

告

知

板
 

ゴ
ミ
運
搬
予

定
表
 

（
七月
十
気
日
以
後
の
分
）
 

久
田
軌

11弾
（
ニ0）
下
不
井町
 

三
上
 
精

一
（
児
）
 
岩
木
町
 

町
報
も
肋
蔭
で
第
四

盤
を
皆
様
に
選
る
と
と

に
な
り
ま
し
た
o
 

本
号
ょ
り
実
は
活
字

を
も
つ
と
少
さ
く
し
て

心
要
な
町
の
鴬
倶
版
と
 

央 ―一 

東 錦 

昭和 27 年 7 月 15 日 

子 三 


